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枚方市と枚方市職員労働組合の団体交渉の要旨 

 

１．日 時 令和４年５月 17 日（火） 午後７時 30 分～午後８時 35 分 

２．場 所 枚方市職員会館 大会議室 

３．出席者 組合側：執行委員長以下約 30 名 

市 側：総務部長、総務部次長、人事課長、職員課長、 

教育政策課長、上下水道総務室総務課長、市立ひらかた病院総務課長、 

書記（人事課・職員課 課長代理） 

４．課 題 「2022 年夏季一時金等に関する要求書」及び「2022 年夏季重点要求書」に 

基づく交渉（１回目） 

 

＜交渉内容要旨＞ 

Ⅰ．基本姿勢について 

組  合 市 

・ 憲法遵守の考え方について、改めて確認する。 

・ 勤務労働条件については労使合意を基本とす

るという認識に変わりはないか。要求書の各項

目について、雇用者責任を果たすという立場の

認識を確認する。 

 

・ 憲法遵守の立場に変わりはない。 

・ 労使合意が基本との姿勢に変わりはない。雇

用者責任を果たす立場で誠意を持って臨んでい

く。 

 

Ⅱ．生活改善について 

組  合 市 

・ 組合員のアンケートでは、仕事がしんどくな

ったという回答が、昨年より 10 ポイント増加の

約 60％となるなど、職員の生活実態と職場実態

については、大変苦しいという結果になってい

る。 

このような実態について、当局はどのように

認識しているのか。 

 

・ 一時金の削減による年収の減少について、正

職員、再任用職員、通年任用の会計年度任用職

員ごとに、それぞれ令和４年度における職員１

人あたりの年間の影響額はどれくらいになるの

か。 

物価の上昇もあって、職員の生活状況は厳し

くなっている。賃金面での改善が必要だと考え

るが、どのように認識しているのか。 

 

・ アンケートの結果は組合員の皆さんの切実な

思いと受け止めている。 

 

 

 

 

 

 

・ 影響額については、正職員は約 57,300 円、再

任用職員は約 26,300 円、会計年度任用職員は約

20,700 円となる。 

  財政状況が厳しさを増す中、給与面の改善は

困難であるが、引き続きどういった対応ができ

るか検討していきたい。 
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Ⅲ．人員体制について 

組  合 市 

・ 保育現場では、慢性的に人員が足りずに、綱

渡りの状況である。職員への負担が大きく、退

職を考えている保育士もいる。働き続けること

ができる職場環境を整備するため、改善が必要

である。 

  また、調理現場でも、人員不足を補うため、

早朝の１～２時間の時間外勤務が恒常的になっ

ている。処遇を改善し、人員確保につなげる必

要がある。 

  今年度から現業職場で牛乳パックの回収事業

が始まったが、新規事業を始める場合は、必要

となる人員を配置すべきである。 

 

・ 保育現場では、コロナ禍の影響による職員の

負担が大きい。通常時からコロナ禍や災害に対

応できる人員体制が必要だと考えるが、当局は

どのように認識しているのか。 

 

・ 保育士や調理員等の職員体制や処遇改善につ

いて、現時点で回答できるものはないが、職場

の声として受け止めさせていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 通常時から、災害時等に備えた体制を整備す

ることは困難である。 

 

Ⅳ．育休代替について 

組  合 市 

・ 育休代替の短期任用の会計年度任用職員につ

いて、週５日３時間勤務の２人が配置されてい

たが、週３日５時間勤務と週２日５時間勤務の

それぞれ１人ずつの配置へと変更とされた職場

があった。 

育休代替として配置される職員の総労働時間

が減少し、職場がさらに疲弊することとなった

が、当局は、どのように認識しているのか。 

 

・ 会計年度任用職員の勤務条件は一定ルールの

もと運用しているところだが、引き続き各職場

の実態を見極め、適正に努めていく。 

 

Ⅴ．定年延長について 

組  合 市 

・ 定年延長について、60 歳に到達した次の年度

から給与を７割水準とすることは到底納得でき

ないが、今後どのように進めていくのか。 

また、任期付職員の定年延長については、ど

のように考えているのか。 

 

・ できるだけ早く制度内容を確定できるよう、

他市状況等を把握しながら、労使で協議を進め

たい。 

  任期付職員については、職場実態も踏まえて

現在検討を行っている。 

 


